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３－１ 都市の将来像 

都市の将来像 

誰もが未来を描けるまち 瑞穂 

 

育：子ども、地域、産業を育む 

住：良好な住環境を維持、向上する 

安：安全、安心な暮らしを守る 

活：まちの資源や人を活かす 

14

～

16 

３－２ 都市づくりの目標 

都市づくりの目標１ 誰もが安心して暮らし続けられる都市づくり 

都市づくりの目標２ 活力や賑わいを創出する都市づくり 

都市づくりの目標３ 多様な交流を創出する都市づくり 

都市づくりの目標４ 自然や環境と調和する都市づくり 

   (加えて)これからの都市づくりに向けて（都市づくりの主要課題） 

●国の政策を踏まえた都市づくりのあり方 

⇒集約型都市構造への転換 

●本市の現状等を踏まえた都市づくりのあり方 

⇒住宅都市としての魅力の向上 

⇒多様な地域資源を活かした都市活力の向上 

≪将来人口≫ 

平成３７年の目標人口 ５５，０００人 

29 

図 将来都市構造（総括） 
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１－１ 市の将来像 

《将来像》 

「市民参加・協働のまちづくり」 

～市民と行政が一体となったまちづくりをめざします～ 

 

 

 

 

4～

7 

１－２ まちづくりの目標 

目標① 全ての市民が安全・安心に暮らせるまちづくり 

目標② 地域の人や力を活かしたまちづくり 

目標③ 交流・連携を生み出す活力あるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

≪将来人口≫ 

目標年次(H37) ５３，３００人 

15 

≪将来都市構造図≫ 
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・ 

31 

４－２ 土地利用構想 

２．土地利用区分毎の方針 

①住宅地（街なか居住） 

規制、誘導方針：●都心部の利便性の高い住宅地として、低層の戸建て住宅から

中高層の集合住宅までの多様な住宅と、生活利便施設や業務

施設等とが調和しながら立地する土地利用を図ります。 

 

配置場所：●JR穂積駅を中心とした商業地周辺の住宅地 

②住宅地（周辺、郊外居住） 

規制、誘導方針：●低層の戸建て住宅や低・中層の集合住宅を中心としながら、

生活利便施設もある程度立地する、快適性と利便性を備えた

良好な住宅地としての利用を図ります。 

●地域生活拠点として位置づけられる地区や、これに連絡する

幹線道路の沿道では、生活利便施設が集積する、周辺地域住

民の日常生活を支える土地利用を図ります。 

●農地等による田園風景のある地域に近接する地区では、農と

共生したゆとりある良好な住宅地としての利用を図ります。

 

配置場所：●各鉄道駅を中心に広がる住宅地 

●主要な幹線道路を軸に広がる住宅地 

31 

③商業地 

規制、誘導方針：●広域的な集客力を有するものを含む、生活利便施設を中心と

した土地利用を図ります。 

        ●都市拠点として位置づけられる場所では、生活利便施設や業

務施設、中高層の集合住宅等の多様な機能が集積、複合化す

る、利便性と魅力を備えた「まちの顔」としてふさわしい土

地利用を図ります。 

配置場所：●ＪＲ穂積駅周辺、犀川地区周辺 

31 

④住工共存地 

規制、誘導方針：●住環境と操業環境の調和を目的に、工場と住宅等が共存する

土地利用を維持します。 

        ●住宅が土地利用の主体となるなど、今後の土地利用動向に大

きな変化がみられる場合は、長期的な視野のもと、土地利用

のあり方を検討します。 

配置場所：●工場と住宅等が共存する地区 
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２－２ 土地利用構想 

２．土地利用の区分と配置方針 

1)住宅地 

土地利用の規制・誘導方針：●低層、低中層を中心とした住環境の維持・保全を

図るとともに、身近な商業施設や、教育施設、福

祉施設、市民交流施設等の立地に対応し、生活利

便の向上を図ります。 

配置のイメージ：●住居系市街化区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

2)商業地 

土地利用の規制・誘導方針：●行政施設、商業施設をはじめとして、市民への日

常サービスに対応した施設の集積・誘導を図ると

ともに、高齢者を含め、全ての人に配慮した安全

で利便性の高い空間形成を図ります。 

 

 

配置のイメージ：●JR穂積駅周辺地域 

19 

4)住工共存地 

土地利用の規制・誘導方針：●工場と住宅が混在している地域については、現状

の土地利用や地域住民の意向を勘案しつつ、極力

土地利用の純化を図るものとし、それ以外の地域

については、住工共存を図るものとして、工場の

生産環境と住環境の向上・調和に努めます。 

配置のイメージ：●馬場・生津・本田地区、JR東海道本線沿線の一部
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⑤工業地 

規制、誘導方針：●幹線道路への近接性を活かし、周辺環境との調和にも十分留

意しながら、工場や流通、業務施設等を主体とした土地利用

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

配置場所：●既存工業地一帯 

●主要な幹線道路の沿道、周辺 

 

 

32 

⑥沿道複合地 

規制、誘導方針：●広域的な幹線道路の沿道という利便性を活かし、車利用に対

応したロードサイド型の商業施設や、流通施設、業務施設等

が立地する、非住居系を基本とした土地利用を図ります。 

         ●市街地外については、市街化調整区域等の性格や、周辺の営

農環境との調和に十分留意しながら、地域資源を活用した６

次産業施設や、東海環状自動車道（仮称）大野・神戸ＩＣ等

への近接性を活かした流通、業務施設の立地をはじめ、地域

の活性化に寄与する適正かつ合理的な土地利用を図ります。

配置場所：●国道２１号、主要地方道北方多度線、主要地方道岐阜巣南大

野線バイパスの沿道一帯 

32 

⑦農地、集落地 

規制、誘導方針：●良好な営農環境や景観等を支える優良農地の保全を図りま 

す。 

●集落地については、周辺の営農環境との調和に十分留意しな

がら、低層を基本とした良好な住環境を保全する土地利用を

図ります。 

●地域生活拠点として位置づけられる地区では、生活利便施設

が多く立地する、周辺地域住民の日常生活を支える土地利用

を図ります。 

●周辺の営農環境との調和に十分留意しながら、地域の活性化

に寄与する新たな産業（６次産業等）の土地利用を検討しま

す。 

配置場所：●市街化調整区域、準都市計画区域内の農業、集落地 

32 

⑧自然環境地 

規制、誘導方針：●多様な生態系の生息域として、自然環境の保全を図ります。

●市民の憩い、環境教育、健康づくり等に寄与する場として、

有効活用を図ります。 

 

配置場所：●一級河川の一帯 
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5)工業地 

土地利用の規制・誘導方針：●地域産業を支える拠点として、機能維持を促進す

るとともに、周辺の住環境等への影響に配慮する

よう誘導します。また、広域都市への連絡機能を

活かした新たな産業集積地として計画的な基盤の

確保を図りつつ、区画道路や緑地を配置し、工業

施設を誘導します。 

●企業が撤退した場合は、他用途への転換や、大規

模な敷地を活かした有効かつ計画的な土地利用に

ついて検討を行います。 

配置のイメージ：●工業系市街化区域のうち、大規模な工業利用が図

られている地域 

●広域都市への連絡機能(名神高速道路のスマート

インターチェンジ)を活用する地域 

19 

3)沿道商業地 

土地利用の規制・誘導方針：●後背地の住環境や田園環境等に十分配慮しながら、

車利用に対応したロードサイド型の商業施設等の

立地を誘導し、商業地とは役割分担の図られた利

便性の高い空間形成を図ります。 

 

 

 

 

配置のイメージ：●国道 21号、主要地方道北方多度線、主要地方道岐

阜巣南大野線の沿道地域 

19 

6)農地・集落地 

土地利用の規制・誘導方針：●優良な生産環境、田園風景の維持・保全を図りま

す。 

●集落地については、周辺の農業生産環境との調和

を図りつつ、生活環境の改善・向上に努めます。

 

 

 

 

 

 

 

配置のイメージ：●市街化調整区域及び都市計画区域外の地域 

19 

7)自然環境・レクリエーション地 

土地利用の規制・誘導方針：●河川・周辺地域については、多様な生態系の生息

域として保全を図ります。 

●市民の憩いの場、環境教育や健康増進に資する場

として、環境整備や適正管理に努めます。 

配置のイメージ：●一級河川の河川敷等 
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《土地利用構想図》 
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39 

第５章 分野別都市づくり計画 

５－１ 道路、交通づくりの方針 

２．整備、誘導の方針 

《幹線道路の整備》 

①段階構成の明確な幹線道路ネットワークの形成 

②都市間を結ぶ道路の整備 

③地域間を結ぶ道路の整備 

《安全、快適な道づくり》 

①生活道路の整備 

②歩行環境の整備 

③美しく機能的な道路空間の整備 

 

《公共交通の充実》 

①利便性の高い公共交通ネットワークの形成 

    ②交通結節点の整備 
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《土地利用構想図》 
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第３章 分野別都市づくり計画 

３－２ 道路・交通づくりの方針 

２．整備・誘導の方針 

《骨格道路網の形成》 

①広域交通体系の整備 

②幹線道路網の整備 

 

《美しく安全な道づくり》 

①バリアフリーの道づくり 

②歩行者空間の充実 

③道路空間の美化 

④その他沿道対策の促進 

《公共交通の充実》 

①JR 穂積駅周辺の整備 

②バス、鉄道路線の維持・充実 
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図 道路、交通づくりの方針 
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５－２ 水、緑づくりの方針 

２．整備、誘導の方針 

《公園の整備》 

①拠点的な公園の整備 

②身近な公園の整備 

《緑豊かで潤いのある空間づくり》 

①親水空間の整備 

②水と緑のネットワークの形成 

③緑豊かな住環境の保全、創出 

《公共用水域の保全》 

①下水道の整備 
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≪道路・交通づくりの方針図≫ 
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３－１ 水と緑のまちづくりの方針 

２．整備・誘導の方針 

《公園・緑地の確保》 

①計画的な公園・緑地の整備 

②地域の緑地環境の保全・創出 

《潤いある空間づくり》 

①水と緑のネットワークの形成 

②親水空間の整備・確保 

 

《公共用水域の保全》 

① 下水道等の整備 
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図 水、緑づくりの方針 
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≪水と緑のまちづくりの方針図≫ 
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５－３ 市街地づくりの方針 

２．整備、誘導の方針 

《都市基盤の整備》 

①都市基盤未整備地区の整備 

②都市基盤整備済地区（土地区画整理済 等）の環境保全、有効活用 

③集落の整備 

《適正、合理的な土地利用》 

①土地利用に係る制度の適切な運用 

②既存ストックの活用 

《拠点地区の整備》 

①都市拠点（ＪＲ穂積駅周辺地区）の整備 

②地域生活拠点（巣南庁舎周辺地区 等）の整備 

③学術研究拠点（朝日大学周辺地区）の整備 

50 

図 市街地づくりの方針 
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３－３ 市街地づくりの方針 

２．整備・誘導の方針 

《市街地整備の推進》 

①新市街地の整備 

②既成市街地の整備 

 

《集落地域等のまちづくり》 

①生活基盤の充実等 

 

《拠点地域のまちづくり》 

①JR 穂積駅周辺地区の整備 

②地域拠点の整備 

 

35 

≪市街地づくりの方針図≫ 
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５－４ 都市環境づくりの方針 

２．整備、誘導の方針 

《防災性の向上》 

①災害に強い都市基盤の整備 

 

《防災性の向上》 

②地域の不燃化、耐震化 

 

 

《防災性の向上》 

③防災情報の整備、活用 

 

 

《良好な景観の形成》 

①地域特性に応じた良好な景観形成 

②公共空間の景観整備 

③景観に配慮した民間開発の誘導 

 

 

 

《地球環境の保全》 

①低炭素な建築物の整備、誘導 

②環境負荷の少ない都市構造の構築 
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３－４ 防災づくりの方針 

２．整備・誘導の方針 

《治水対策の推進》 

①河川整備の促進      

②流域対策の充実 

《防災環境の充実》 

①市街地の耐震化、不燃化 

②避難空間の充実 

③防災情報の整備 

《地域主体の防災まちづくり》 

①地域活動の活性化 

３－５ 景観づくりの方針 

２．整備・誘導の方針 

《都市景観の整備》 

①都市拠点・軸の景観整備 

 

 

《市民主体の景観づくり》 

①地域独自のルールづくり 

②地域拠点の整備 

 

 

 

３－６ 市民主体のまちづくりの方針 

２．整備・誘導の方針 

《市民主体のまちづくり》 

①市民提案型のまちづくり 

②継続的な市民参加 

③自主防犯活動 
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図 都市環境づくりの方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－18－ 

旧 

頁 都市計画マスタープラン 

39 

≪防災まちづくりの方針図≫ 
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第６章 地域別構想にあたって 

６－１ 地域区分 

地域区分図 
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序 章 地域区分 

序－１ 地域区分の方針 

地域区分図 
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６－２ 地域別構想の構成 

・地域別構想は、導入編のＰ７に示す重点課題への対応、Ｐ８～１１に示す都市全

体の個別分野課題への対応、そして全体構想の内容を踏まえて、下記に示す流れ

により、作成します。 
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６－３ 地域共通の課題と施策 

１．地域共通の課題 

・地域別構想の作成にあたり、第２章で示されている都市全体における都市機能、

土地利用、都市基盤、都市環境その他の４つの視点からの下記の都市づくりの主

要課題を各地域の共通の課題として整理し、都市全体の分野別都市づくり計画の

施策との関係を整理します。 
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２．地域共通の施策 

・地域共通の課題に対応した将来都市構造及び土地利用構想の実現に向けて、第５

章の分野別都市づくり計画に示しました「道路、交通づくり」、「水、緑づくり」、

「市街地づくり」、「都市環境づくり」の都市計画施策を７つの地域の共通の施策

として、整備、誘導の方針と主な施策の内容を整理します。 
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第７章 生津地域のまちづくり構想 

７－２ 地域づくりの方針 

充実した都市基盤を活かした産業と住宅地が共生した利便性の高い地域づくり

◆馬場交差点周辺において、生活に身近な商業、サービス、医療、福祉施設等

を維持、不足等が生じた場合には集積し、利便性の高い地域生活拠点の形成

を図ります。 

◆幹線道路沿道において、交通利便性の高さを活かした産業（商業、工業、流

通、業務等）の積極的な誘導により、産業機能のより一層の強化を図ります。

◆都市基盤の整備、長良川、糸貫川等の自然環境の保全、活用や市街地の緑化

を推進し、良好な住環境の形成を図ります。 
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図 地域構造及び重点施策図（生津地域） 
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第１章 生津地域のまちづくり構想 

１－２ 地域づくりのビジョン 

生津地域の将来像：充実した都市基盤を活かした生活・産業の豊かなまち 

≪主な取り組み≫ 

◆広域幹線道路が交差する交通利便性を活かして産業の活性化を図ります 

 

◆都市基盤が整備された良好な住環境の保全を図ります 

 

◆糸貫川等の身近な自然の保全・活用により住環境の向上を図ります 
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２．地域づくり構想図 
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第８章 本田地域のまちづくり構想 

８－２ 地域づくりの方針 

歴史、自然と調和し、良好な都市基盤を備えた地域づくり 

◆五六川、糸貫川等の河川、中山道の往時をしのばせる街並みなどを活用し、

地域の魅力向上と活性化を図ります。 

◆ＪＲ穂積駅周辺、主要地方道岐阜巣南大野線などの幹線道路沿道おける商

業、サービス、医療、福祉施設等の集積により、人口増加に対応した生活利

便性の向上を図ります。 

◆多面的機能を有する農地や河川等の自然環境に配慮した、低未利用地の計画

的な活用により、良好な都市基盤を備えた住宅地の形成を図ります。 
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図 地域構造及び重点施策図（本田地域） 
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第２章 本田地域のまちづくり構想 

２－２ 地域づくりのビジョン 

本田地域の将来像：新たな定住を促進するゆとりとやすらぎのあるまち 

◆五六川、中山道等の地域資源を活かして地域の活性化を図ります 

 

◆地域核の形成やＪＲ穂積駅周辺の活用等により生活の利便性を向上します 

 

 

◆都市的未利用地の整序等を図りながら、良好な低層住宅地の形成を図ります

 

63 

２．地域づくり構想図 
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第９章 穂積地域のまちづくり構想 

９－２ 地域づくりの方針 

まちの顔として多様な都市機能が集積した、賑わいと交流が生まれる地域づく

り 

◆ＪＲ穂積駅周辺において、まちの顔としてふさわしい都市機能の集積、交通

結節機能の強化、都市空間整備を推進し、多様な交流を促進します。 

◆交通利便性の高さを活かし、国道２１号や主要地方道北方多度線などの幹線

道路沿道において、都市活力の向上に資する産業（商業、工業、流通、業務

等）の集積を図ります。 

◆都市基盤（公園、緑地、下水道等）の整備推進や、用途混在の解消や操業環

境との調和、市街地の防災性の向上により、安全で快適な住環境への改善を

推進します。 
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図 地域構造及び重点施策図（穂積地域） 
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第３章 穂積地域のまちづくり構想 

３－２ 地域づくりのビジョン 

穂積地域の将来像：多くの人が行き交い、暮らす利便性の高いまち 

 

◆ＪＲ穂積駅・市庁舎を中心とした利便性・シンボル性の高い空間づくりを進

めます 

 

◆国道 21 号や主要地方道北方多度線を軸とした活力ある産業環境づくりを進

めます 

◆都心居住や緑の多いゆとりある暮らしを支援する住環境整備を進めます 
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２．地域づくり構想図 
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第１０章 牛牧地域のまちづくり構想 

１０－２ 地域づくりの方針 

豊かな自然と調和し、安全で快適に暮らし続けられる地域づくり 

◆河川（犀川、五六川等）や犀川遊水地の自然環境、田園風景等と調和した計

画的な土地利用を推進します。 

◆犀川周辺地区や十九条駅周辺地区、幹線道路沿道等において、生活に身近な

商業、サービス、医療、福祉施設等の集積を図るとともに、用途混在の解消

や操業環境との調和、市街地の防災性の向上や治水対策の推進により、安全

で快適な住環境の形成を図ります。 

◆交通利便性の高さを活かし、国道２１号などの幹線道路沿道において、都市

活力の向上に資する産業（商業、工業、流通、業務等）の集積を図ります。
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図 地域構造及び重点施策図（牛牧地域） 
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第４章 牛牧地域のまちづくり構想 

４－２ 地域づくりのビジョン 

牛牧地域の将来像：犀川の環境と調和し、安全で快適に暮らせるまち 

◆犀川を軸とした災害に強い環境づくりと親水ネットワークづくりを進めま

す 

◆犀川土地区画整理事業地区を中心とした良好な住宅地の形成を図ります 

 

 

 

◆国道 21 号の利便性等を活用した活力ある産業環境づくりを進めます 
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２．地域づくり構想図 
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第１１章 南地域のまちづくり構想 

１１－２ 地域づくりの方針 

活力ある産業集積を備え、歴史、自然と調和した新たな魅力を生み出す地域づく

り 

◆都市間、拠点間の連絡を強化する市道西部環状線の整備を推進するととも

に、国道２１号沿道では、周辺環境との調和に配慮しながら、商業機能、住

居機能等を形成する土地利用を検討します。 

◆公共交通を活かすため、横屋駅周辺を中心とした低未利用地の計画的な活用

により、良好な都市基盤を備えた住宅地の形成を図ります。 

◆小簾紅園など中山道の往時をしのばせる歴史的資源、河川（揖斐川、犀川）

や農地の自然環境の保全、活用を図ります。 
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図 地域構造及び重点施策図（南地域） 
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第５章 南地域のまちづくり構想 

５－２ 地域づくりのビジョン 

南地域の将来像：ゆとりとやすらぎのある暮らし豊かなまち 

 

◆幹線道路網や地域核の機能強化等により生活の利便性向上を図ります 

 

 

◆都市的未利用地の整序等を図りながら、良好な低層住宅地づくりを進めます

 

◆中山道、小簾紅園、犀川等の自然・歴史を活かしたまちづくりを進めます 
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２．地域づくり構想図 
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第１２章 中地域のまちづくり構想 

１２－２ 地域づくりの方針 

農、住、工の機能調和と歴史、文化の活用による、個性豊かな地域づくり 

◆生活基盤（道路、下水道等）の整備により住環境の改善を図るとともに、幹

線道路沿道などにおいて、生活に身近な商業、サービス、医療、福祉施設等

の集積を促し、生活利便性の向上を図ります。 

◆農地の保全による農業の振興と一団の工場の操業環境を維持するため、必要

な都市計画制度の検討を行います。 

◆美江寺宿などの歴史的景観や地域資源の保全、活用により、観光、交流機能

を強化し、地域の活性化を図ります。 
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図 地域構造及び重点施策図（中地域） 
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第６章 中地域のまちづくり構想 

６－２ 地域づくりのビジョン 

中地域の将来像：香り高い歴史・文化と活力ある暮らしが調和したまち 

◆東西交通軸の形成や沿道の活用等による生活利便性の向上を図ります 

 

 

◆農・住・工が調和したやすらぎと活力のある地域づくりを進めます 

 

◆特色ある歴史や自然環境を活かして地域の活性化を図ります 
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２．地域づくり構想図 
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第１３章 西地域のまちづくり構想 

１３－２ 地域づくりの方針 

交通利便性の向上を活かした都市機能強化と、特色ある農村環境、自然環境の共

生による、活力ある地域づくり 

◆将来、東海環状自動車道（仮称）大野・神戸 IC に近接するという地域性とア

クセス道路である主要地方道岐阜巣南大野線バイパスの整備に伴う交通条

件を活かし、産業の集積を図ります。 

◆河川（揖斐川、根尾川、犀川等）の自然環境、柿畑などの果樹園や花き農地、

水田等の農村風景、伊久良河宮跡などの歴史資源等を保全、活用し、地域の

魅力向上を図ります。 

◆巣南庁舎周辺において、公共公益施設や生活に身近な商業、サービス、医療、

福祉施設等の集積を図り、西部の拠点としてふさわしい地域生活拠点の形成

を図ります。 
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図 地域構造及び重点施策図（西地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－56－ 

旧 

頁 都市計画マスタープラン 

108 

第７章 西地域のまちづくり構想 

７－２ 地域づくりのビジョン 

西地域の将来像：市西部の市民生活を支える便利で快適なまち 

 

◆新たな東西交通軸の形成や沿道の活用等により生活利便性の向上を図りま

す 

 

◆田園風景と調和したやすらぎのある住環境づくりを進めます 

 

 

◆巣南庁舎周辺を中心とした利便性・シンボル性の高い空間づくりを進めます
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２．地域づくり構想図 
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